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公示

国際共同研究推進事業に係る委託先の公募について

農林水産省農林水産技術会議事務局は、平成２６年度から実施する「国際共同研

究推進事業」について、事業の実施を希望する研究機関等を一般に広く募ることに

いたしました。事業の実施（公募課題の受託）を希望される方は、下記に従って提

案書を提出してください。

記

１ 事業概要

（１）事業内容

本事業においては、農林水産・食品分野における試験研究において、我が国の

政策ニーズを踏まえた海外の研究機関と連携し取組を進めるべき具体的な研究テ

ーマに基づき、共同研究の実現に向けて、①研究資源などの把握を含む実現可能

性の調査、②共同研究体制の構築、③詳細な共同研究課題の策定等、海外の調査

対象研究機関との共同研究実施に必要な調整を実施します。

具体的には、我が国の政策ニーズ等に基づき海外の研究機関と連携し取組を進

めるべき研究の主テーマを『世界的人口増を支える食料の安定的生産拡大』とし、

サブテーマを

ａ：農畜水産物の生産力向上と安定供給の実現と、そのための生物災害対応

ｂ：気候変動と頻発する異常気象等自然災害への対応

ｃ：安全・高品質な農畜水産物・食品の開発、高付加価値化

ｄ：バイオマスのエネルギー化を含む地域資源有効活用技術開発

ｅ：遺伝資源・環境資源の収集・保存・情報化と活用

として、国際共同研究でなければできない課題、国際共同研究でこそ実績をあ

げうる課題を公募対象とします。

公募の結果、課題が採択された事業者は、

① 海外の調査対象機関において、共同研究に必要な研究施設、研究能力、こ

れまでの研究実績等を現地調査し、共同研究の実施が可能な体制となってい

るか評価・分析し、共同研究候補機関を絞り込みます。

② 我が国の研究機関や環境では対応することが難しく、海外の研究機関と共

同で実施すべき具体的な研究課題を調査・分析し、研究課題の効果、優先度

を明らかにします。

③ この際、我が国研究機関と共同研究候補機関の間で、双方の実施が可能な

具体的な共同研究の内容、分担、計画、成果の取扱等について、調整するこ

ととします。
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（２）契約限度額

１調査課題あたり、２，５００千円（消費税及び地方消費税込み）を上限とし、

予算額の範囲内で委託件数を決定します。

（３）実施期間

委託契約締結の日から平成２７年３月２３日（月）までとします。

２ 応募について

（１）応募者の資格要件

応募することができる者は、企業、技術研究組合、公益又は一般法人、独立行

政法人、大学、地方公共団体、ＮＰＯ法人、協同組合等の法人各を有する研究

機関であって、次の①から⑧までの条件を満たす者に限ります。

① 平成２５・２６・２７年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役

務の提供等（調査・研究）」の区分において資格を有する者である必要があり

ます。（提案書提出時に参加資格のない者は、平成２６年８月上旬（公募課題

に係る委員会の開催）までに競争参加資格を取得してください。地方公共団

体においては資格審査申請の必要はありません。）

② 本調査に当たっては、将来、自ら海外の研究機関と共同研究を実施すること

を希望し、共同研究が可能な研究能力、設備及び人員等を有すること。

③ 過去に、海外の大学や公的研究機関との共同研究に係る覚書や協定等を締結

し、実際に共同研究を実施した実績を有すること、又は同等の能力を有する

こと。

④ 本調査を円滑に遂行するための必要な経営基盤を有し、かつ、資金、設備等

について、十分な管理能力を有すること。

⑤ 委託契約の締結に当たっては、農林水産技術会議事務局から提示する委託契

約書に合意すること。

⑥ 日本国内に調査研究拠点を有していること。

⑦ 応募者が受託しようとする調査課題について、調査の企画・立案及び進行管

理を行う能力・体制を有すること。具体的には、以下の能力・体制を有して

いること。

ア 国との委託契約を締結できる能力・体制

イ 事業費の執行において、区分経理処理が行える会計の仕組み、経理責任者

の設置や複数の者による経理執行状況確認等の適正な執行管理体制（体制

整備が確実である場合を含む。）

ウ 海外研究機関を含め、調査の実施に必要な連絡調整を円滑に行う能力・体
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制

⑧ 本調査の実施計画の企画・立案、実施、成果管理等を総括する代表者（以下

「調査責任者」という。）を選定すること。

※ 調査責任者は、次の要件を満たしていることが必要です。

ア 原則として、応募を行おうとする研究機関等に常勤的に所属し、国内に在

住していること

イ 本調査の遂行に際し、必要かつ十分な時間が確保できること

ウ 本調査の遂行に必要な高い研究上の見識及び企画調整・進行管理能力を有

していること

なお、調査責任者が長期出張等により調査が実施できない場合、又は、人事

異動や定年退職等により応募者を離れることが見込まれる場合には、調査責

任者になることを避けてください。

（２）複数の国内研究機関が調査を行う場合の要件

複数の研究機関が共同して研究を行うため、研究機関のグループを構成する場

合、以下の２つの方法があります。①においては中核機関が、②においては代

表機関がそれぞれその他の機関（以下「共同研究機関」という。）と研究グルー

プを構成して研究を行っていただきます。

① 委託・再委託方式

グループ内の研究機関の中から研究を統括する機関（以下「中核機関」と

いう。）を定め、農林水産省と中核機関及び中核機関と共同研究機関がそれぞ

れ契約する方法です。

中核機関は、共同研究機関との間で委託契約を締結し、事業を実施します。

なお、特に必要とする場合を除き、共同研究機関が更に委託（再々委託）する

ことは、原則としてできません。また、研究課題の全部を共同研究機関に委託

することはできません。再委託比率は、５０％を上限とします。

② コンソーシアム方式

調査研究グループ（コンソーシアム）を組織し、調査研究グループの構成機

関のそれぞれの間で契約を締結するのではなく、農林水産省が調査研究グルー

プ全体と一括で契約を締結する方法です。この場合、次の要件を満たすととも

に、代表機関には、経理責任者を配置し委託契約の締結、資金管理等の事務的

な業務も担っていただきます。

ア 調査研究グループを組織して共同調査研究を行うことについて、調査研究

グループに参加する全ての機関が同意していること。

イ 調査研究グループと農林水産省が契約を締結するまでの間に、調査研究グ

ループとして、実施予定の公募課題に関する規約を策定すること（規約方式）、

研究グループ参加機関が相互に実施予定の公募課題に関する協定書を交わす
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こと（協定書方式）又は共同研究契約を締結すること（共同研究方式）が完

了していること。

ウ 研究グループとして契約を締結する必要があるため、契約締結前に「随意

契約登録者名簿登録申請書」を提出すること。

①②いずれの場合も、中核機関又は代表機関と共同研究機関において、それぞ

れの分担関係を明確にして提案するものとし、共同研究機関は以下の要件を満た

している必要があります。

ア 当該研究の遂行に当たり、適切な管理運営を行う能力・体制を有している

こと。

イ 研究又は関係機関との相互調整を円滑に実施できる能力・体制を有してい

ること。

ウ なお、採択後、契約締結までの間に、当該研究グループを構成する研究機

関に重大な変更等があった場合には、採択を取り消し、改めて委託先の選定

を行うことがあります。

（３）応募方法

応募者は、平成２６年７月３１日（木）１７：００（必着）までに、応募書類

を郵送又は持参により提出してください。詳細については応募要領３ 応募手

続等をご覧ください。

なお、ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付けることができませんので、

ご注意ください。

３ 説明会の開催

次のとおり、平成２６年度国際共同研究推進事業の説明会を開催し、当該提

案公募に係る内容、契約に係る手続、提案書類等について説明します。

なお、説明会への出席は、義務ではありません。

【日時】平成２６年７月１日（火）１５：００～１６：００

【場所】東京都千代田区霞が関１－２－１

農林水産省 農林水産技術会議事務局会議室

（別館６階ドアNO.別６２０－１）

４ 今後のスケジュール

○公募開始(公示) ６月２５日

○公募説明会 ７月 １日

○公募締切り ７月３１日

○委託先の決定 ８月中旬
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○委託契約の締結 ９月

５ 問合せ先

本件に関する問合せは、応募要領の公表後から応募の締切りまでの間、下記にお

いて受け付けます。なお、審査の経過、他の提案者に関する事項、審査に当たり特

定の者にのみ有利となる事項等についてはお答えできません。また、これら以外の

問合せについては、質問者が特定される情報等は伏せた上で、その質問及び回答内

容を全て農林水産省農林水産技術会議事務局のホームページにて広く周知させてい

ただきますので御了承ください。

記

【契約締結について】

農林水産省農林水産技術会議事務局総務課契約班担当者 照井

ＴＥＬ：０３－３５０２－７９６７

ＦＡＸ：０３－５５１１－８６２２

【その他応募要領全般について】

農林水産技術会議事務局国際研究課担当者 矢野、中村

ＴＥＬ：０３－３５０２－７４６６

ＦＡＸ：０３－５５１１－８７８８

以上公示します。

平成２６年 ６月２５日

支出負担行為担当官

農林水産技術会議事務局長

雨 宮 宏 司


